
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業推進協議会」設立準備会 

～琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業を「世界農業遺産」へ～ 

日時 ： 2016 年 9 月 24 日(土)14:00～16:45 

会場 ：Ｇ-ＮＥＴしが 大ホール［近江八幡市鷹飼町］ 

「世界農業遺産」認定をめざして 

 

記 録 集 



開催目的 

本県がこれまで全国に先駆けて取り組んできた環境こだわり農業や農業用

水の循環利用、魚のゆりかご水田など生きものを育む水田づくりや持続可能な

琵琶湖漁業の取組、耕畜連携や森林保全活動などは、世界に誇れるものです。 

こうした琵琶湖と共生する「滋賀の農林水産業」を誇りと自信を持って世界

にアピールし、持続可能な取組として次世代に引き継いでいくため、県では、

平成 31 年度の「世界農業遺産」の認定を目指しています。 

参加者の皆様には、滋賀県が「世界農業遺産」を目指す意義やその活用など

について御理解いただくとともに、本県の農山漁村の魅力を感じていただき、

共に「世界農業遺産」認定に向けての機運を盛り上げてまいりたいと考えてお

ります。 

プログラム 

  14:00   開 会   

  14:05   開会挨拶  滋賀県知事 三日月 大造 

  14:10   報告事項 「世界農業遺産認定に向けた滋賀県の取組について」 

               滋賀県農政水産部長 髙橋 滝治郎 

  14:35   講演１   「世界農業遺産を目指す意義」 

                  国連大学 永田 明 氏 

  15:25   休 憩   

  15:40   講演２  「人の暮らしのなかで息づく琵琶湖の美しい自然」 

                       写真家 今森 光彦 氏  

  16:45   閉会  

主催 

  滋賀県・「琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業推進協議会」設立準備会 

後援 

  朝日新聞大津総局・京都新聞・NHK 大津放送局・産経新聞社・中日新聞社・ 

  日本経済新聞社大津支局・毎日新聞大津支局・読売新聞大津支局・ 

  KBS 京都・BBC びわ湖放送・     ・近畿農政局・ 

  滋賀県世代をつなぐ農村まるごと保全推進協議会 

 
 



開会挨拶 

滋賀県知事 三日月大造  

  

 

皆さん、こんにちは。今日は、何かとお忙しいところ、「『世界農業遺産』認

定をめざして キックオフ シンポジウム」に御参集をいただきまして誠にあり

がとうございます。私も楽しみにしておりました。本日は、皆さんとともに最

後まで勉強し、これからのことを一緒に考えていきたいと思っております。 

 

大津からこちらへ参ります折りに田園風景を見渡せば、稲刈りをしていただ

いている方々が大勢いらっしゃいました。今日はそんな最中に会場にお越しく

ださった生産者の方々もたくさんおられるかと思います。自然の恵みに、また

生産者の皆様の営みに心から敬意を表し感謝を申し上げたいと思います。 

 

さて、知事になりましてから 2 年余りになりますが、日に日に滋賀県のこと

が愛おしく、また好きになっております。と言いますのも、皆様方もお感じに

なっていると思いますが、私達の滋賀県には、真ん中にある琵琶湖のことを想

う人がたくさんいらっしゃいます。 

そして、下流のことを想う人がたくさんいらっしゃいます。「この水このまま

流したら下で飲まはる人がいはるしなぁ。」だから農家の方は、代かきの時も田

植えの時も極力濁水を流さないようにしていただいている。 

また、未来の事を考える人がたくさんいらっしゃいます。「今だけ良かったら

ええんちゃうよな。」「やっぱり子どもや孫の時代にも、ええもん残さなあかん

わな。」と、未来のことを考える人が多いのです。 

そして何より、人間以外の生きもののことを考える人が多いのです。「魚の産

卵場所や生育環境のことも考えて米作りしようや。農業やろうや。」また、動物

が獣害を起こすのは「おそらく鹿や猪が山の中で食べ物が無くなってるんとち

ゃうか。だからもう一回、山を取りもどそうや。里山のように。」ということま

で私に御提言くださったり、実践活動をしてくださる方が大勢いらっしゃいま

す。 

 

私は、このことが滋賀の誇りだと思っておりますし、そんな琵琶湖のこと、

環境のこと、未来のこと、他の生きもののことを考えながら、農業・生産活動

をされることは、全国に誇るべき、また世界に誇るべきモデルになるだろうと



いう想いを持っております。ぜひ、この琵琶湖を真ん中にした農林水産業のシ

ステムを「世界農業遺産」として認定していただいて、その中で作っていただ

くものを、より多くの方に食べていただいたり、楽しんでいただく。そんな取

組を皆さんと一緒に進めたいということで、この「世界農業遺産」の認定をめ

ざした取組を開始させていただきました。ぜひ皆様方と一緒に、私達自身がま

ず知って、学んで、誇りを持って、そして広めていくような活動を展開してい

きたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

今日は、様々な角度から、「この『世界農業遺産』って何やろう。」「これ認定

されたらどないなるんやろう。」「認定される前にはどうしたらええんやろう。」

ということを考えるきっかけにしたいと思いますし、行政だけではなくて生産

者の皆さんや、県だけではなくて市町の皆さんや、できれば食べていただく消

費者の皆さん、流通に携わっている方々みんなで取り組んでいく、私はそんな

取組にしたいと思っております。  

 

去る 9月 15 日に、この「世界農業遺産」認定に向けた協議会を創るための準

備会を発足させていただいて、県内 19 全ての市町と農林漁業関係団体等の皆様

方に御参画をいただくことができました。 

平成 30 年度、あと 2年後の認定申請に向けて本格的に取組を動かしていきた

いと思いますので、御協力、御支援、御参画方よろしくお願い申し上げます。 

それでは、いよいよ始まります、

この「世界農業遺産」認定に向けた

取組に益々のお力を賜りますことお

願い申し上げまして、冒頭簡単では

ありますが、私からの挨拶とさせて

いただきます。 

一緒に頑張りましょう！ 

ありがとうございました。 

 

 

 

 

 
 
 
 



報告事項 

「世界農業遺産認定に向けた滋賀県の取組について」 

滋賀県農政水産部長 髙橋 滝治郎 

 

滋賀県農政水産部長の髙橋でございます。 

 本日は何かとお忙しいところ、このように

たくさんの方々にお集まりいただきまして、

本当にありがとうございます。 

私からは報告事項としまして、「世界農業

遺産認定に向けた滋賀県の取組」について御

説明させていただきます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

まず、「世界農業遺産」って何？というこ

とですが、正式名称は、“Globally Important 

Agricultural Heritage Systems”で、頭文

字をとって、通称「GIAHS（ジアス）」と言

います。このことは、私の説明の最後にま

た出てきますので、頭の片隅に残しておい

て頂けるとありがたいです。 

この「世界農業遺産」とは？については、

このあとに御講演いただきます国連大学の

永田先生から詳しく御説明をお願いしたい

と存じます。 

本日の知事挨拶にもありましたが「世界農業遺産」とは、どのようなものな

のか、なぜ滋賀県が取り組むのか、取組にどのような意義があるのかといった

点をまず知っていただきたいと思います。 

「世界農業遺産」の認知度は、全国の調査でもまだまだ低く、「５％」という

数字が出ております。これから皆様と一緒になってＰＲして参りたいと思って

おります。来年には県民の皆様へアンケート調査を行おうと考えてまして、そ

の際には「知っている」と言っていただける方が、今よりぐんと増えるように

頑張っていきたいと思います。 

 



会場にお越しの方の多くは、この

「環境こだわり農産物」の認証マーク

（図左下）を既に御承知の事だと思い

ます。 

 滋賀県では、全国に先駆けて化学合

成農薬や化学合肥料の使用量を通常

の 5割以下に抑えるなど、琵琶湖を守

る取組の一つとして「環境こだわり農

業」に取り組んできました。 

 

 その経過ですが、平成 16 年度から、

全国で初めて県独自の「環境農業直払

制度」を立ちあげました。そして今で

は、その取組面積が、全国で第１位と

なっています。 

 

「環境こだわり農産物」の栽培面積

ですが、平成 13 年度から始まり、右

肩上がりで拡大しています。 

もちろんこれは、農家の皆様方が農

薬を使わない除草作業等々に御苦労

いただくなど、環境にこだわって琵琶

湖を守り、そして安全・安心なお米作

りに汗を出していただいているおか

げだと思っています。 

 

琵琶湖と共生する取組の一つとし

て、「魚のゆりかご水田プロジェクト」

も同様です。 

かつての琵琶湖では、たくさんの魚

たちが春になると産卵のために湖岸

へと押し寄せ、それが、まるで島のよ

うに見えたことから“うおじま”と呼

ばれていました。そして、この魚たち

が田んぼに遡上して産卵し、再び琵琶

湖へ戻っていく風景が見られました。



しかしながらその後、利便性を高めるための湖辺整備が行われ、農作業の効率

化や合理化が図られた一方で、昔からの琵琶湖と田んぼのつながりがなくなっ

てしまいました。 

「魚のゆりかご水田プロジェクト」はそうしたつながりをもう一度復活させ、

田んぼに生きものや人の賑わいをもたらすことにつながっています。今では琵

琶湖湖畔の多くの地域でこの取り組みが広がってきています。 

 

そしてこの取組が、持続可能な取組

になるよう「魚のゆりかご水田」で生

産されたお米を｢魚のゆりかご水田

米｣として、名称やロゴマークの商標

登録を行うなどブランド化を進めて

います。もちろん、そのお米は減肥

料・減農薬で小さな魚にもやさしい環

境こだわり栽培です。 

 

次に、琵琶湖漁業に目を向けてみま

すと、その歴史はかなり古く、琵琶湖

では、水田稲作が行われる前の縄文時

代から漁業が行われてきました。その

後、弥生時代になって水田稲作が発達

し、フナやコイなどにとって餌となる

プランクトンが豊富で快適な環境の

水田が魚たちにとって恰好の産卵場

所になりました。「魚のゆりかご水田」

の誕生はこの時代からと考えられて

います。 

 

湖辺域の農民は、水田や水路に遡上

してきた魚を「もんどり」などで獲る

仕掛けを始めました。そして、この「お

かずとり」と呼ばれる漁をしながら農

業を行う、半農半漁の生活が行われて

きました。“エリ”や“タツベ”など

琵琶湖で行われている伝統的な漁法

の多くは、このように人が魚を追いか



けて捕まえるのではなく、魚がやってくるのをじっと待つという「待ちの漁法」

で、資源を獲り尽くさない持続可能な琵琶湖漁業が発達してきました。 

その他にも、琵琶湖では古くから水域や季節に応じて、様々な漁法によって

漁業が営まれてきました。中でも「追いさで漁」や「あゆの沖すくい網漁」な

どのように、琵琶湖独特の漁法もあります。 

 

こうした伝統的な漁業を行うなか

で、琵琶湖の固有種を活かした様々な

湖魚料理が食されてきました。このよ

うにたくさんの料理があるのも琵琶

湖ならではではないでしょうか。 

最近では「琵琶湖八珍」として、湖

魚料理をＰＲしています。持続可能な 

捕り尽くさない琵琶湖の伝統漁業と

食のコラボレーション。どちらも、世

界に誇れるものだと考えています。こうした「水と食文化」は“祈りと暮らし

の水遺産”として日本遺産にも認定されているところです。 

  

 それでは、なぜ滋賀県が「世界農業

遺産」を目指しているかです。これま

での説明のように、琵琶湖と共生する

環境に配慮した本県独自の農林水産業

システムは、国内はもちろん世界に誇

れるものであると考えています。しか

し、国内でも十分に知られていない現

状です。そして、農山漁村においては、

高齢化が進み、農業では土地持ち非農

家が増加し、滋賀の地域資源や生物多

様性などの維持が懸念されている状況

にあります。 

 

こうした状況を打開するための方策

の一つがこの「世界農業遺産」です。

この認定に向けた取組を通じて、県産

農林水産物の安全・安心のＰＲやブラ

ンド力の向上を図るとともに、生産者



をはじめ、全ての県民の皆様が本県の農林水産業の価値に気付いていただき、

自信と誇りをもっていただく、そのようなきっかけにしたいと思っています。

そして地域の活性化につなげ、湖国の農林水産業を健全な形で次の世代にしっ

かりと引き継いでいきたいと考えています。 

 

認定に向けたスケジュー

ルですが、平成 3１年度の

国連食糧農業機関(ＦＡＯ)

の認定を目指します。もち

ろん認定がゴールではあり

ません。その後もこの認定

をどのように活かしていく

のか、どのように地域活性

化につなげていくのか、皆

様と一緒に知恵を出して考

えていきたいと思います。

既に国内で認定された地域

では、認定をきっかけに地域の活性化

につなげている事例の報告も多くあ

ります。 

 

今年度は、申請にあたってのストー

リーづくりが重要であることから、大

学と連携したプロジェクト推進会議

を設置し、申請内容の検討を進めてい

るところです。 

 

さらに去る 9月 15 日には、国連食

糧農業機関(ＦＡＯ)への申請主体と

なる協議会の設置に向けた準備会を

立ち上げ、本日も多数参加いただいて

いる県内 19 市町の皆さんや県内の農

林漁業関係団体等々の方々と一丸と

なって認定に向かっていくことを確

認したところです。 

 



認定申請にあたっては、県民の皆様

の大きな機運の盛り上がりが重要な

要素となります。滋賀の農林水産業を

もっと活気づかせていくためには、消

費者の皆様や企業の皆様、次世代を担

う高校生や大学生など多くの方々と

も共に取り組んでいきたいと考えて

います。 

 今日お配りした資料の中に「会員大

募集」のチラシを同封させていただいております。ぜひ、活動の輪、ネットワ

ークを広げ、みんなで力を合わせて、この滋賀の地から「世界農業遺産」を目

指しましょう。 

 

こちらの絵は、滋賀県の地図の上に、水源の森から琵琶湖へとつながる様々

な活動の写真を紹介しています。 

 
琵琶湖を取り巻く山々では、森を守る活動が行われています。山々からは大

小約460本の河川が琵琶湖に注ぎ込み、その周りで環境こだわり農業が行われ、

湖辺では魚のゆりかご水田など生物多様性に配慮した水田づくりが行われてい

ます。また琵琶湖では先程紹介した持続可能な漁業が行われています。周囲を

取り巻く山々が琵琶湖の水源となり、ひとつの小宇宙を形成しています。おそ

らくこのような特徴を持つ地域は、滋賀県の他には無いのではないでしょうか。 



次の絵は、「琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業」について、現段階でのイメ

ージをまとめたものですが、まだまだ途中段階ですので、今後も皆様方からの

御意見をいただきながらストーリーを作っていきたいと考えています。 

 
滋賀県は御覧のとおり、中央に琵琶湖があり、その周りに田んぼが広がり、

さらにその外側を森林が取り囲む形ですが、まず森林は、水源涵養、洪水防止、

河川環境保全、木材供給など、人々の生業や暮らしを成り立たせる上で、重要

な役割を担っています。かつては、山が荒廃して各地で洪水が頻発した歴史も

ありますが、現在は多くの方々が山を保全する活動に参加していただくなどし

て緑が回復され、洪水も抑制され、森林の持つ機能が維持されていると思いま

す。そして、この水源涵養や森林の保水力が、農業にも大きな役割を持ってい

ますし、琵琶湖の魚でアユやビワマスは、河川で産卵しますので、森林から流

れ出る河川の環境の保全が、琵琶湖の漁業資源の維持にもつながっています。 

 

次に農業ですが、古来より琵琶湖などへの環境負荷の低い農業生産を続けな

がら、近江はもちろんのこと京の都の食材をも支えてきました。しかし、河川

の流量が乏しく、恒常的な水不足に悩まされてきたこともあり、左下の写真に

もあるように、長年にわたる人々の英知の結集により水利システムを構築し、

水の有効利用に努めてきた歴史があります。また、戦後の高度経済成長によっ

て琵琶湖の汚染を招いた歴史もありますが、現在では、その反省を踏まえ環境



こだわり農業や濁水の流出防止、畜産の分野では、家畜ふん堆肥の循環利用等

により、農業･畜産業と水質保全･生物多様性を両立するスタイルに回帰しつつ

あります。 

さらに、田んぼという二次的な自然は、多くの生きものを育む場でもありま

す。湖辺地域では、古来の「魚のゆりかご水田」を再生させる取組も行われ、

これが漁業資源の維持にも寄与しているところです。 

また、伝統野菜の生産や漬物等への加工についても、システムの一環として

挙げられるのではないかと考えています。 

 

そして水産業です。農業の傍ら人々は湖辺に近づく湖魚を狙い、「おかずとり」

と呼ばれる漁法を展開してきました。魚の習性を踏まえまして、エリ、ヤナ、

刺し網など、伝統的な「待ちの漁業」を行い、琵琶湖の資源を獲り尽くさない

持続可能な漁法として発展、継承させてきました。 

これらの生業で得た湖魚と米の融合によりまして、フナズシなどナレズシを

中心とした食文化が発達してきました。湖魚を、保存食として各家庭で漬け込

むスタイルは、湖辺地域のみならず行商により中・上流域へももたらされ、湖

辺部だけでなく、県全域に広まっていきました。 

 

こういった食文化をベースにして、滋賀県では、地域の営みや人々の絆が発

展してきました。図右上の循環のサイクルにあるとおり、恒常的な水不足から

水を大切にする意識が生まれ、水に感謝する祭礼など伝統文化が継承され、「ゆ

い」の精神など助け合いや地域の結束力の強化につながりました。そして頻繁

に起こる水不足においても地域内の連携が図られ、水利施設の共同管理や川普

請などの継承につながり、さらに水を大切にする意識が広がるというサイクル

で、人々が連携し、地域を守り発展させてきたということが言えるのではない

でしょうか。この部分は、非常に滋賀らしく、滋賀県の寄り合いの数は、全国

第一位との統計もあるところです。そして、この地域の結束力が、下流への配

慮や、力強い農林水産業の営みにつながり、先駆的な、集落営農や環境こだわ

り農業という形で、「琵琶湖と共生する農林水産業」の維持・継続に大きく貢献

してきたと考えています。 

 

このように琵琶湖を取り巻く農林水産業および農山漁村は、多様な生物と近

畿の 1,450 万人の生命の源である琵琶湖と共生しながら、地域の発展の基とな

る食の生産を担ってきました。このことは、既に世界のモデルになっており、

例えば、世界湖沼会議の開催や中国の湖南省にある湖、洞庭湖の湖辺農業への

技術支援などとして結実しているところです。 



以上、現段階での案ではこのような形ですが、先ほど申し上げた通り、今後

も皆様から御意見をいただきながら、ストーリーを作っていきたいのでよろし

くお願いします。 

 

「世界農業遺産」の認定をめざして

様々な県内の活動やストーリーの素

材となるものを“Facebook”で配信し

ています。 

お手元にお配りしましたパンフレ

ットにＱＲコードを添付しておりま

すので、ぜひ、皆様も御覧いただき、

「いいね！」をお願いします。 

 

繰り返しになりますが、琵琶湖と共

に育まれてきた滋賀県独自の農林水

産業と文化、景観、生物多様性などを

全国に発信し、多くの皆様とともに、

「世界農業遺産」の認定と、次世代に

つながる滋賀の農林水産業を目指し

ていきましょう。 

 

最後にですが、冒頭申し上げました

「世界農業遺産」はジアスです。 

「Ｇ・Ｉ・Ａ・Ｈ・Ｓ」 

 そして私達の滋賀は、 

「Ｓ・Ｈ・Ｉ・Ｇ・Ａ」 

 文字を並べ替えますと、滋賀がジア

スになります。（会場から拍手） 

 これは、きっと「滋賀」と「世界農

業遺産」が強く結ばれている証ではな

いかと思うのは考えすぎでしょうか。

（笑） 

それはともかく、滋賀の農林水産業と農山漁村の活性化のために、一生懸命

取り組みますので、皆様方もぜひ、御協力、御支援を申し上げまして私からの

報告とさせていただきます。御静聴ありがとうございました。 

  



基調講演 

「世界農業遺産を目指す意義」 

国連大学サステイナビリティ高等研究所 

  永田 明 氏 

 

国連大学の永田と申します。 

本日は、このような意義のある大切

なシンポジウムにお招きいただきま

して、本当にありがとうございます。

「世界農業遺産を目指す意義」という

ことで、できる限り分かりやすい説明

をさせていただきたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

 

 今日の内容ですが、「世界農業遺産」

とはどういうものなのか、日本におけ

る「世界農業遺産」がどのように歩ん

できたのか、そして「世界農業遺産」

を目指す意義として、既に認定されて

いる地域ではどのような保全と活用

がされているのかについてお話をさ

せていただきます。 

 

世界農業遺産（GIAHS）とは 

 先ほども農政水産部長から説明が

ありましたが、“GIAHS”とはそのまま

訳しますと“世界的に重要な農業の遺

産システム”となります。もともと始

まった当時、日本では、“世界重要農

業遺産システム”と非常に長い名前で

呼んでいましたが、その後、関係者の

同意のもとで「世界農業遺産」と呼ぶ



ことに決まりました。今では日本政府の公文書を含め正式名称は「世界農業遺

産」となっています。国際的には、GIAHS（ジアス）と発音されています。 

 「世界農業遺産」を始めた国連食糧農業機関（FAO）の本部がイタリアのロー

マにありますので、おそらくイタリア語の発音だと思いますが、“ジアス”と一

般的には呼ばれています。 

 

 「世界農業遺産(GIAHS)とは、次世

代に継承すべき伝統的な農業・農法」

とありますが、農業のみではなく林

業・水産業をもちろん含んでいます。 

伝統的な農業・農法を核として、生

物多様性、文化、優れた景観等が一体

となって保全・活用される世界的に重

要な農業システムを、FAO が認定する

仕組みです。 

元々は、開発途上国を対象にした支援策として始まった国際的な補助事業（プ

ロジェクト）でありましたが、昨年の総会で、GIAHS が予算化されることになり

FAO の制度（プログラム）に格上げされました。そして来週ですが、FAO の農業

委員会においてこの GIAHS の枠組みが決まる予定になっています。 

 

 「世界農業遺産」の定義ですが、農

林水産省の実施要領によると対象と

なる農業システムとは、次のような定

義になっています。 

 まずは“世界的な重要性”です。こ

のシステムがもし地球上から失われ

れば、世界の食糧・農業・農村問題に

どのような悪影響が生じるかという

点です。 

 次に“農業の遺産”ですから、農林水産業に関係しなければなりません。琵

琶湖は自然にできたものですから、これは農業遺産には成り得ません。農林水

産業が生み出したものということが重要です。 

 最後は“遺産”です。ごく最近にできたものは遺産にはなりません。そして

「世界農業遺産」の場合は、既に無くなってしまったもの、死んでしまったも

のも遺産にはなりません。 

 



 「世界農業遺産」ができた背景です

が、皆さんもご存知のとおり“緑の革

命”というのがあります。これは世界

の中で多くの人たちが食糧不足で飢

えていることから、国連食糧農業機関

(FAO)の一番重要な使命として農業を

近代化し、基盤整備を行い、肥料・農

薬を使って生産性を上げて食糧が満

足に得られるようにするのが FAO の

目的でありました。 

 ところが、農業の近代化をやり過ぎてしまって伝統的な農業が失われてしま

う。一度失われてしまったものは２度と元には戻りません。伝統的な農業の中

に大切な品種（遺伝資源）が残っていたり、技術が残っていたりするわけです

が、そういうものが農業の近代化で全て失われてしまう。 

例えば気候変動が起こったときに、昔からの遺伝資源や伝統技術が失われて

しまうと回復できなくなってしまう。そういう危機感を持った FAO が、農業の

近代化だけではなくて、それに対抗する“プラン B”として、昔ながらの良いも

のをある程度残していかなければならないということで始まったのが、この「世

界農業遺産」なのです。 

 ですから、農業の近代化、生産性向上、規模拡大といった農業の効率を上げ

ていくという大きな農業・農政の路線とはある意味逆の方向を向いているもの

になります。 

 

 ユネスコの世界遺産と、FAO の「世界

農業遺産」の違いをよく聞かれます。 

 世界遺産は、不動産を対象にしてい

ます。棚田や水路、山、湖といったも

のが対象です。それに対して「世界農

業遺産」はシステムです。琵琶湖は対

象にはなりませんが、琵琶湖の中や周

りで営まれている農林水産業とそれに

関連する技術、制度、文化、景観等が

一体となったもの（＝システム）が対象になります。 

 次に、世界遺産は歴史を重視しますが、「世界農業遺産」は歴史だけでなく未

来につながっていく、未来に受け継いでいくということを重視します。 



次に、世界遺産は遺跡や建造物を主に対象としますが、「世界農業遺産」はモ

ノよりは、むしろ進化する知恵の遺産、モノではない技術・知恵・文化という

ものが対象になります。 

そして一番重要な点ですが、世界遺産は現状を変えないことが基本ですが、

「世界農業遺産」は、周りの環境が変わればそれに合わせてダイナミックに変

えることができ、新しく近代的な技術を入れながらも大切で伝統的なものを残

していくというダイナミックな保全活動が可能だと言われています。 

 

「世界農業遺産」とは、生きている

遺産でありまして、“遺産”と言って

も過去の遺物ではありません。社会

的・経済的・生態学的な変化に適応し、

新しいものを取り入れながら、現在も

進化し続けている“生きている遺産”、

“未来への遺産“と言われています。

「世界農業遺産」は、今も生きていて

次の世代に継承することが必要であ

り、いかに重要なものであっても既に

無くなってしまったものについては対象にはなりません。 

 

FAO の「世界農業遺産」の認定基準

は５つあります。 

１つ目は経済的な観点で、農林水産

業が地域の人々の所得や経済の点に

いかに貢献しているか。 

２つ目は環境の観点で、農林水産業

のシステムが生物多様性にいかに貢

献しているか。 

３つ目が技術の観点になります。伝

統的な技術がシステムに含まれているか。 

４つ目が農林水産業システムが生み出す文化的な面が含まれているか。 

 ５つ目が優れた景観や土地・水資源の管理がなされているかになります。 

「世界農業遺産」の考え方としては、農業の近代化によって大切で伝統的な

ものが失われてきている中、「世界農業遺産」を認定することによって、人々の

目をこちらに向けて、支援することで大切なシステムを次の世代に引き継いで

いくというもので、放っておくと失われるという危機感を持つことが重要です。



そのためにアクションプランを作って、みんなで保全に向けて取り組んで行く

プロセスについても審査の上では重要になります。 

 

世界の GIAHS サイトですが、現在 15

ヶ国 36 地域が認定されています。 

地図を見ていただくと分かりますが、

日本と中国など東アジアに認定地区

が偏っています。アジアで全体の7割、

日本と中国だけで半分以上を占めて

います。このことが FAO でも問題にな

っており、これから北アメリカ、ヨー

ロッパ、アフリカ、中南米などへ広げ

ていこうということで、裏を返せば、

日本と中国の認定が難しくなってく

ると思います。もう少し世界のバランスが取れないと日本と中国の数を増やせ

ないというのが国際的な情勢です。 

 

認定地域をいくつか紹介します。 

ペルーのアンデス農業ですが、ペルー

は“じゃがいも”の原産地で、標高が

高く温度が低く、夜間の霜など厳しい

環境にも適した農法と、インカの時代

から続くペルーの人たちの伝統的な

農業によって、数多くのバレイショの

品種を維持してきたことなどが評価

され認定を受けたものです。 

 

 次にチリのチロエ農業です。こちら

も同じくバレイショの原産地とされ

ていますが、こちらは島です。この地

域では、特に女性が口で先祖伝来の慣

行や技術を何世代にもわたり伝える

ことによって農業を継承し、今でも約

200 種の地域固有のバレイショを生産

しています。 

 



 フィリピンのイフガオの棚田は、

2000 年前から続くシステムで、標高が

1000m と熱帯と言えど気温が低い地域

です。その低温でも耐えられ、水不足

でも耐えられる地域固有の品種を維

持しています。雨が降って森林がうま

く吸収し、森林の下にある水源をうま

く利用しています。ここはユネスコの

世界遺産にも登録されています。 

 

 アルジェリア・チュニジアにおける

マグレブのオアシスですが、砂漠のオ

アシスのシステムです。ここではナツ

メヤシという背の高い木を主体にし

て、暑い地域で日射が厳しいので、ナ

ツメヤシの日陰でもって色々な種類

の野菜や作物を植える農業の仕組み

です。 

 

 次に中国の水田養魚です。これは二

千年前の漢の時代から続くシステム

で、緋鯉（ひごい）が稲にぶつかって

泳ぐことで稲から虫を落として食べ

たり、泳いで泥をかき混ぜることによ

って水を濁らせ雑草の種が発芽しな

いようにしたり、糞は肥料になり、最

後に緋鯉を食べるシステムです。 

 

 ハニ族の棚田は、7万 ha という広大

な棚田です。1300 年以上の昔から維持

されてきています。集落の上にある森

林に水を貯めて棚田に水を供給する

という仕組みです。こちらも 2,3 年前

に世界遺産に登録されています。お米

は地域独自の品種を育てています。 



 中国が続きますが、万年の伝統的稲

作は、中国の江西省です。ここには

1500 年前から継承されている地域独

特のお米の品種があり、この地域でし

か育たなく、かつこの地域ではこの品

種しか育たないという、環境とお米の

品種が一体化したシステムです。 

 

最後に、ケニア・タンザニアのマサ

イの伝統です。マサイ族に伝わる農法

ですが、野生の動物がたくさんいる地

域ですので、そういったものと共生を

しながら牧畜を続けていくという農

法です。 

 

 

 

 

 

日本における世界農業遺産の歩み 

 日本には、現在 8つの「世界農業遺

産」があります。2011 年に認定された

佐渡と能登、2013 年に認定された静岡、

阿蘇、国東半島、2015 年に認定された 

岐阜、和歌山、宮崎です。後ほど詳し

く説明しますが、3度に分けて 8つの

地域が認定を受けています。 

 

 日本における「世界農業遺産」の歩みですが、実は私ども国連大学は、20 年

ほど前から、農業の多様性という研究を進めて参りました。2002 年に FA0 が「世

界農業遺産」を始めた訳ですが、先程申し上げたように FAO は農業の近代化を

推進していたので、農業の多様性、伝統的農業について当時 FAO はそのノウハ

ウがありませんでした。そのことから国連大学に伝統的農業について教えて欲

しいという依頼があって協力したという経緯があり、「世界農業遺産」発足当時

から FAO に協力をしてきました。 



 そして 2009 年ぐらいになると、も

ともと開発途上国を対象としていた

「世界農業遺産」を日本でもやってみ

たらという提案をしました。当時、名

古屋で開催される COP10 で“里山”が

大きなテーマになることが分かって

いましたので、この“里山”をテーマ

に「世界農業遺産」を申請してみては

と、関係者へ提案をしました。 

当時日本の関係者は「世界農業遺産」というものがあることをほとんど知り

ませんでした。先ほど、「世界農業遺産」の認知度は、まだ 5%という話がありま

したが、5～6年前は、ほぼゼロに近かったわけですね。私からすると、認知度

が 5%もあったのかと非常に感慨深いことなんですが、2010 年に私どもが取り組

み始めた頃は、マスコミや役所の方も含めてほとんどご存知の方はおられませ

んでした。 

そういった中、農林水産省北陸農政局と連携しまして、佐渡と能登を候補と

して研究を始めました。何のノウハウもない中で、FAO 事務局へお伺いをしたり、

国連大学の先輩方の話を聞きながら、暗中模索して申請書を作っていきました。

そういった努力が実って、2011 年に中国北京で開催されました GIAHS 国際フォ

ーラムにおいて、先進国で初めての認定を受けることができました。 

 

 中身を紹介しますと、トキと共生す

る佐渡の里山ですが、佐渡は野生のト

キが最後までいた所ですね。トキの野

生復帰の頃に合わせて、トキのエサを

確保するために、“生きものを育む農

法”を取り入れた認定制度を推進した

ことを申請に入れました。ただ、これ

自体は昔からあるものではありませ

ん。もともと 1700 年の稲作の歴史が

ありましたが、江戸時代の金山開発の

時に江戸の人口 50 万人に対して佐渡には 5万人の人口があり、佐渡は日本の大

きな都市の一つでありました。これだけ小さい島にこれだけの人間がいたわけ

ですから、当然食糧を確保しなければならない。そのために佐渡の山を切り開

いて棚田を作り、限られた水田を大切に使いました。そして大切に使ったため



にトキが最後まで生き残った。そしてトキ復活の際に伝統農法の復活も図った

というストーリーを作り、北京での認証を受けることができました。 

 

 次に、能登の里山里海です。こちら

についても、稲作は 2100 年前まで遡

ることができます。ここは半島ですの

で、海もあり山もあります。人が手を

入れることによって、より環境が豊か

になるという“里山里海”を提案して

認定されました。同時に昔ながらの古

い文化、お祭り、慣習などが驚くほど

たくさん残っている地域で、そういう

ものが「世界農業遺産」認定の後押し

になりました。 

 

 2013 年には、能登に“世界農業遺

産国際会議”を誘致しました。当時、

「世界農業遺産」の会議に FAO の幹部

が来ることは無かったのですが、この

時はじめて FAO 本部の幹部が来日し

この会議に参加しました。そして、こ

の時、日本の「世界農業遺産」はいい

ね、という話になりまして、以後 FAO

が本格的に力を入れて始めることに

なりました。この時に、3つの日本の

サイトが認定されました。 

 

 静岡の茶草場農法です。これは茶園

の周りにススキの草原を維持してお

いて、1年に 1度、秋にススキを刈り

取り、乾かしてからお茶の畝の周りに

撒くという農法です。そのことでお茶

の品質が上がり、同時に生物多様性が

維持されるというもので、農産物の品

質を高めながら環境を良くしていく

というシステムです。 



 熊本の阿蘇の草原の維持と持続的

農業です。ご存知のとおり阿蘇山は火

山です。この地域では、1 年に１度、

野焼きをやって草原を焼きます。それ

によって雑草が生えてくることを防

ぎ、草を生やす。その草を赤牛の餌に

するという仕組みです。赤牛の餌を確

保しながら、野焼きを続けていること

によって地域の動植物など豊かな環

境が維持されています。 

 

 大分のクヌギ林とため池がつなぐ

国東半島・宇佐の農林水産循環です。 

こちらにはクヌギ林がありまして、

切った木を原料にして、原木しいた

けを作っています。クヌギは木を切

ってから15年経つと元に戻りますの

で、15 年を一つのサイクルとして、

木を切って、植えて、クヌギ林に戻

すということがなされています。ま

たクヌギ林に降った雨が溜池に貯まり、その溜池が下流の水田を潤すという仕

組みです。15 年周期で綺麗に回っている循環型の農業システムです。 

 

日本における世界農業遺産の歩み

の続きですが、2014 年に、それまで

は地域の取組に対して農林水産省が

協力する形を取ってきましたが、「世

界農業遺産(GIAHS)専門家会議」を設

置し、農林水産省が主体的に候補地選

定に携わっていくことになりました。

FAO への申請にあたり農林水産省の

承認が必要になったのは、この時から

になります。 

 2014 年には 7地域が応募し、岐阜、和歌山、宮崎の 3地域を農林水産省が承

認し、2015 年 12 月に FAO 本部において新規認定地区として決定されました。 

 



岐阜県の、里川における人と鮎のつ

ながりですが、これは水産関係が中心

となった認定地域です。長良川は鮎が

有名ですが、漁業者が山に木を植える

活動や、農家が川に濁水を流さない取

組等を行い、地域の人々が長良川を守

るというものです。また、その長良川

によって人々の生活や農業、漁業が恩

恵を受けています。 

 

 和歌山県の、みなべ田辺の梅システ

ムですが、皆さんよくご存知の南高梅

の産地です。非常に養分の乏しい礫質

斜面を、紀州備長炭の薪炭林と梅林と

して利用しています。また、薪炭林に

生息するニホンミツバチが梅の受粉

を助けるなど自然と共生しながら、地

域資源を有効活用して高品質な梅を

持続的に生産するシステムです。 

 

 宮崎県の、山間地農林業複合システ

ムですが、ここは本当に山間地でかな

りたいへんな所ですが、多様な農林業

の複合システムができあがっていま

す。広葉樹と針葉樹が構成するモザイ

ク林があり、林業生産がきちんと行わ

れています。それから、昔ながらの焼

畑農業が残り、そばの栽培などが行わ

れています。ここはかなり広大な地域

ですが、共通して神楽の文化が残り、

地域として一体感を出しながら認定を受けたものです。 

 

 

 

 

 



世界農業遺産を目指す意義 

 なぜ、「世界農業遺産」が必要なの

かということですが、日本の農業は、

高齢化、過疎化、担い手不足などの問

題から、色々な意味で衰退の危機に直

面しています。もちろん、そういう中

で、農業の効率化、生産性の向上、品

質の向上、高付加価値化を目指してい

くのですが、一方で、地域の独自性や

生物多様性が失われ、地域の伝統的な

暮らしも失われてしまいます。農業の大きな主流は、TPP や FTA に代表される路

線ですが、本当にそれだけで良いのかという日本農業のあり方が問われている

と思います。 

 日本は、アメリカやオーストラリアのような農業大国ではありませんが、農

業を文化として捉えた場合は、日本は古来からの文化をしっかりと引き継いで

きている農業文化の大国です。そういうことを考えながら、伝統的農業を重視

する「世界農業遺産」の取組を通して、今一度日本農業のあり方、食と自然を

守ること、農村の振興、価値観の転換などを見つめ直すきっかけにしてみては

どうかと思います。 

 

 「世界農業遺産」を守るためには、 

まずは皆さんに認知してもらうこと

が必要です。ただ、地元の人にとって

は、生まれた時から見ているもので、

日常のことで当たり前すぎて価値が

分からないかもしれません。ところが、

世界から見れば、それは次の世代に引

き継いでいかなければならない素晴

らしいことなのです。 

 開発途上国では、貴重な伝統的農業が失われるのは、開発という脅威が非常

に強いですが、日本の場合はむしろ人がいなくなってしまう、守る人がいなく

なってしまう、耕作放棄されてしまう、といったことによって失われる脅威の

方が深刻ではないでしょうか。特に、日本においては、伝統的な農業を守ると

いう守りの姿勢だけでは無く、それを活用して所得・経済に結びつける保全と

活用を一体的なものとして捉えることが必要だと思います。 

 



 具体的にどうするかですが、いちば

ん中心になるのは、農産物の価値を上

げブランドを高めることです。既に滋

賀県では環境に優しい農業を全国に

先駆けてやっておられ、「世界農業遺

産」認定というものが付けば、さらに 

付加価値やブランド力が上がってい

く可能性があると思います。 

 もう一つは、観光への活用です。認

定されますと観光サイトとして非常

に注目され、ツアーなどが組まれています。また既に認定されている国内外と

の交流も広がり、大きな意味でマーケットも広がっていきます。 

 ただ、私が思うには、付加価値やブランド力の向上、観光化などは時間がか

かるもので、すぐに効果として出るものは、地域の皆さんの自信と誇り、若い

人たちの希望につながることだと思います。このことが「世界農業遺産」に認

定される重要な部分だと思います。 

 

 認定後の活動についてですが、認定

を受けたら何をすればよいのかを問

われることがあります。これまでやっ

てきたことを、認定を契機に加速させ

充実強化していくことが必要です。 

さらに全国的な視点、国際的な視点も

取り入れ展開することが必要です。認

定を受けますと、様々な地域から視察

を受けることになります。外国からもあります。自分たちが日本や世界のモデ

ルとなって取組を進めて行く必要があります。 

 

佐渡における「世界農業遺産」の活

用ですが、認定される前から行ってい

る“朱鷺と暮らす郷づくり認証米”を

認定をきっかけに更に強化しました。 

その他、同時認定を受けました能登と

の交流や、世界遺産等と併せて地域活

性化の起爆剤として活用する検討が

今もされています。 



 次に能登ですが、銀行を中心にした

“いしかわ里山創生ファンド”を創り

運用益を活用し、地域活性化の取組を

進めています。 

また“能登棚田米”“能登米”など

のお米のブランド化が、認定をきっか

けに始まりました。認定前は、全県で

一つのブランドでしたが、“能登米”

という新しいブランドが出てきまし

た。新しいブランドを作ること、生産方法を変えることは、農家の皆さんにと

って非常にリスクがあることです。恐らく、「世界農業遺産」の認定が無ければ、

こういった取組は出てこなかったのではないかと思います。 

 また、春蘭の里という農家民宿群があり、およそ 60 軒が開業され、海外から

も含め年間 1万人が訪れるなど、非常に成功した事例であります。農家民宿は

認定前からもありましたが、認定の効果も大きいと言えます。 

 「世界農業遺産」の認定を受けますと地域のイメージも向上しますので、企

業も入ってきます。そして認定の効果だけではありませんが、新規就農者も増

大しています。「世界農業遺産」というものが、この地で就農する一つの要因と

なった新規就農の方もおられるということでした。 

 

 静岡は、茶草場農法を取り入れてい

る農家が認定される制度で、徐々に認

知度が上がってきています。また、流

通の方が製品にシールを貼られるよ

うになりました。実践者の認定制度で

すが、茶草場農法の実践の割合に応じ

て 3 段階に分けて表示するものです。 

 

 阿蘇は、野焼きをボランティアの力

を活用しながら維持・充実を図ってお

り、認定を契機に今まで止めていた所

での野焼きの復活もみられるところ

です。また阿蘇の草原の維持のための

市民参加による基金創設や企業によ

る支援、農産物等へのロゴマークの活

用などが行われています。 



 国東半島ですが、この地域では次世

代に継承ということで特に小・中・高

校生への働きかけなど教育に力を入

れています。また認証制度を創設し、

乾しいたけなどに貼られています。認

証はかなり厳しいと聞いており、生産

物の数パーセントということです。そ

れだけ厳しくしなければ価値が出て

こないということです。 

 

 冒頭申し上げたように、「世界農業

遺産」は開発途上国を中心に進められ

てきたもので、その後に先進国も入る

ようになりました。先進国型の「世界

農業遺産」に求められるものは、開発

途上国に求められるものに加えて、 

必要とされるものがいくつかありま

す。これは私どもが研究の中で提案し

たものです。 

 一つは、環境面からのレジリエンスで、途上国の人々は今日・明日を暮らし

ていくのに精一杯ですが、先進国では遠い将来のことも見据えなければなりま

せん。環境の変化に対して耐えられる仕組みが、農業システムの中に介在しな

ければならない点で途上国とは違うと思います。 

 それから、開発途上国の農村といえば、ほとんどが農家です。ところが先進

国日本の場合は、地域社会の中で農家の占める割合が比較的小さくて、農家だ

けで農業システムを守っていくことが難しいと言えます。様々な人達の協力を

得ながら、住民、企業、自治体、NPO などと共にシステムを守っていく仕組みが

必要となります。 

 開発途上国では、生産物をマーケットに売ることがほとんどですが、日本の

場合は、それだけでは所得につながりません。加工、販売まで含めた 6次産業

化が求められるようになってきました。農業システムの中に 6次産業化を取り

込む必要があるということで提案しました。 

 

農林水産省では、今年4月に日本農業遺産というものを新しく創設しました。

その中で、FAO の基準に加えて、ただ今申しました３つの基準（レジリエンス、

多様な主体、6次産業化）について評価することになりました。  



最後になりますが、世界農業遺産認

定の意義ですが、一番重要なことは、

若者が地域に誇りを持ち、農業に希望

を取り戻すことだと思います。 

 認定 2年後の石川県輪島高校でアン

ケートで 400 名を対象としたものです

が、8割近い生徒さんが誇りに思う、

活性化につながるとの結果になりまし

た。「世界農業遺産」認定に対して、非

常にポジティブ（前向き）な意識を持っていることが分かりました。 

  

「世界農業遺産」は、農産物のブランド化、観光の振興、様々な効果があると

思いますが、若い人たちが自分たちの地域をもう一度見つめ直して、誇りを持

って、農業に希望を持って、地域で暮らすことに希望を持ってくれることが「世

界農業遺産」認定の一番の意義ではないかと申し上げまして、私の話を終わり

ます。 

ご清聴ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

永田 明（ながた あきら）氏  

国連大学サステイナビリティ高等研究所 

 シニア・プログラム・コーディネーター。 

世界農業遺産（GIAHS）に関する研究をはじめ、開発途上国の 

若手農業研究者の研修事業、東南アジアの海岸林保全研究、 

持続的森林再生保全研究などのコーディネーターを担当。  

1979 年農林水産省に入省。インドネシア農業省アドバイザー、 

岡山市農林部長、農林水産省農林水産技術会議事務局技術情報室長、農村振興局資源

課長、同農村環境課長などを歴任。2011 年から現職。北海道大学農学部卒。 

世界農業遺産に関しては、2011 年 6 月、中国･北京で開催された世界農業遺産国際フォー

ラムに日本から初めて出席。その後、FAO の世界農業遺産運営･科学委員会等の国際会議

にも出席。国内の世界農業遺産認定サイト、申請サイトのほとんどにアドバイスを行ってきた

ほか、中国、韓国等において、世界農業遺産に関する講演を多数行っている。 



基調講演 

「人の暮らしのなかで息づく琵琶湖の美しい自然」 

              写真家 今森 光彦 氏 

 

皆さん、こんにちは。 

写真を始めてから早いもので、今年

で 35 年になります。また“里山”と

言い始めて 30 年ぐらいになります。 

30年近く前にNHKとタイアップして

始めた“里山”ですが、10 年ほど前に

東京渋谷の NHK の本局にやっと“里山

班”ができたところです。やっとここ

まできました。 

 

当初は結構たいへんで、“里山”はよく分からない概念で、当時のディレクタ

ーだった方とずっと一緒に“里山”をやってきましたが、最初、彼に企画書を

書いて出しても、中々うまくいかない。「田んぼとか雑木林の生きものの映像で

やるんだ」と言えば、当時、“生き物地球紀行”という番組がありまして、それ

でいこうということになりました。その番組は、生きものだけを扱いますので、

ちょっと僕が目指すものと違うなぁという感じでしたので、企画書に農村環境

のことを随分入れました。すると、次は、「“明るい農村”でいこう」と。 

当時の NHK は、“生き物地球紀行”か“明るい農村”しかありませんでした。

驚きましたが、当時はそれが当たり前でした。生きもののことも取り上げるけ

ども、人の暮らしも取り上げるという、どちらの立場からも、ちゃんと見ると

いう番組が当時はありませんでした。 

 

それは、ＴＶの世界だけでなくて、私の職業としている写真家という職業で

もそうでした。カテゴリー分けされていて、人を扱うものはドキュメンタリー

です。生きものを扱うものだったらネイチャーフォトと呼ばれる。ネイチャー

フォトの中でも、植物、動物、昆虫など、すごく細分化されていて、それぞれ

のスペシャリストがいて、それ自体はすごく良いことで、悪いことではありま

せんが、トータルで見たときに表現できるかというと、そういうものがありま

せんでした。それがすごく不思議でした。 



僕がプロの写真家になってやりたいことは、当初からそういう事でした。自

分が生まれ育った滋賀県の琵琶湖のほとりで、私が幼少期を過ごしていた時に、

まさにそれが起こりました。すごく豊かな自然ですが、豊かな自然は人だけの

ものかというと、そうではありません。 

 

当時、30 年以上前の事ですが、「自然」と言うと、いわゆるネイチャーという

言葉になり、人を入れないものになります。ある自然保護団体の方が、田んぼ

や雑木林は、自然ではないと言い切っておられました。自然とは、どういうこ

とかというと、田んぼや雑木林が放置されて、やがてそれが森に帰って、自然

の力だけで循環していったときにはじめて「自然」と言えるのだということで、

人の手が関わっているものは自然とは言えないという考えの方がおられました。 

 

「絶滅危惧種」という言葉を聞かれることがあると思いますが、絶滅危惧種

のほぼ 8割以上が雑木林、ため池、田んぼに棲んでいます。 

ちょっと自然が好きな人なら、分かっていた事です。当たり前のことですが、

オオタカも絶滅危惧種ですが、森ではなく、雑木林に棲んでいます。日本で一

番大きな水生昆虫である体長数センチのタガメも絶滅危惧種ですが、これは田

んぼにいます。田んぼ以外にはどこにもいません。田んぼの近くの河川やため

池にいることはありますが、そこから出ることはありません。では、タガメは

田んぼが無くなり、人が耕作しなくなれば、どこに行くのでしょうか。少し極

端な言い方をすると、90%以上の生きものがそうした環境にいます。 

当時は、「自然」という言葉しか見当たらなかったのですが、では、人が関わ

る環境をどう表現すればいいのか。これだけ生きものがいるのだから自然では

あるが、人の手が入っており、人が生活している。この環境をどう表現すれば

いいのか・・。 

  

私の連載が始まって、雑誌社や編集社が調べてくれました。「里山」という言

葉は、30 年前、まだ誰も使っておらず、活字にもありませんでした。私が知っ

ていた「里山」は、生態学者さんを含め数人の学者さんが使っていた造語でし

た。当時の「里山」の意味は、今使われている意味ではありませんでした。薪

炭林、雑木林のために、森林学者、動物学者が便宜的に使っていた言葉です。

私が今言ったように、よく分からない環境。どう説明して良いかわからない環

境を表現する言葉として、「里山」というやわらかい言葉がすごくいいなぁと思

い、連絡させていただいて、承諾を得ました。 

そして 1992 年の夏頃、写真集「里山物語」の連載を始める際に、これは誰も

使っていないからリードを付けようということになり、「里山とは・・・」と記



載することになりました。恐らく活字になったのは、これが最初ではないかと

思います。 

 

－里山とは、人と生きものが共存する、日本古来の農業環境のこと－ 

 

そしてこれが、延々と続いています。これが私のテーマです。皆さん見てい

ただいたかもしれませんが、NHK スペシャルであったり、今は「ニッポンの里山」

です。 

共存空間、概念的な意味です。すごくグラデーションがあります。人が暮ら

している農業環境があります。生きものと人間との関わり度数が、農業環境が

一番密だとしたら、す～っと両脇で無くなっていくとうグラデーションのイメ

ージです。そこには、海も入ります。最近は「里海」とも言います。 

それと、原生林やブナ林。日本ではほとんどありませんが、ブナ林にも人が

必ず入っていました。ブナの原生林では、ほぼ人との関わりが無くなる。そう

考えていくと、私達がいる琵琶湖の周りは、一番密度の高いところです。そう

いう里山の話から始まって、10 年前から、「ニッポンの里山」というテーマで私

自身が北海道から沖縄まで、津々浦々を取材しています。 

 

今日のここまでのお話で、8つ「世界農業遺産」になっている地域がありまし

たが、光栄にも岐阜県の長良川以外は、全部行っています。それも、「世界農業

遺産」になる前に行きました。

むしろ「ニッポンの里山」を

放送したところから、選ばれ

ているという感じがします。 

 

私達はよくNHKの取材班の

方々と「世界農業遺産」では

無くて、「世界里山遺産」と

いう言葉を付ければ良いな

ぁと、以前から言っておりました。「世界農業遺産」という形で取組が出てきた

ことに、私としては大変嬉しく思っています。「世界遺産」よりも「世界農業遺

産」の方が認定を受けると嬉しいです。「世界遺産」は、どちらかというと博物

館で、はく製を展示しているようなそんなイメージがありますが、「世界農業遺

産」というのは、「生態系」であり、生きたものを展示しています。そして次に

継承する。見せるのではなく参加型です。自分たちが参加するということです。 



今、エコツアーというものがありますが、エコツアーと極めて相性が良いと

思います。滋賀県では、「エコツアー」はかなりレベルが高くなってきましたけ

れど、エコツーリズムの発展と「世界農業遺産」がタッグを組んでやっていけ

ると良いのではないかと思います。次々とアイデアが出てきます。滋賀県の「世

界農業遺産」の認定については、私としては本当に、是非、知事に頑張ってい

ただきたいと思います。是非とも。私も本当に微力ですけど、できることなら

何でもやりたいと思います。 

 

今日は、30 年以上琵琶湖のほ

とりで撮影し、また取材もして

きた写真家としての立場から思

ったこととか、元気づいたこと

とか、話をさせていただき、後

ほど、映像を何点か持ってきて

いますので、ちょっと見ていた

だきたいと思います。 

 

滋賀県というのは、真ん中に琵琶湖があって、円形状にまとまっているイメ

ージがありますが、実際はそうではなく、まず北と南に分かれています。北、

特に高島・湖北は、豪雪地域で日本海気候です。ところが半分より南は、瀬戸

内海に近い瀬戸内気候です。だから大津に住んでいると、天気予報はどこを見

たらよいか・・。滋賀県は、彦根気象台ですから、滋賀県は寒いところで、始

終雪が降っていると言われていますが、大津は全然そんなことありません。そ

れだけ違います。たぶん日本でいちばん極端に違う気候が、1つの県の中にあり

ます。これは生きものたちの分布などに影響し、生活・文化に、ものすごく影

響を及ぼします。 

さらにすごいのは、土山、信楽の方は内陸性気候です。ですから、日本海気

候と瀬戸内気候と内陸性気候が一緒になっている複雑な県です。 

また、琵琶湖というのは不思議なところです。「世界農業遺産」に認定され、

琵琶湖全体を見るような視点をこれから私たちが持っていかないと時代につい

て行けないような気がします。 

 

その 1つは、よく仕事でも言いますが、琵琶湖だけの話をしても話にならな

い。琵琶湖水系で考える必要があります。琵琶湖に流れ込んでいる川とか、そ

こに連動するため池や、田んぼなども水系の 1つとして考えられますね。トー

タル的な見方をしないと琵琶湖を語れない。琵琶湖水系という考え方をすると



きには、他県の思考・考え方を持って琵琶湖を縦切りにする必要があります。

今までは、琵琶湖があり、その周りに農地があって、さらにその周りに山林が

あってというふうに輪切りにして考えてきました。これは人間の勝手な分け方

です。生きもので、そう動いているものはいないです。横に動く生きものは本

当に少ないです。だいたい縦に動きます。琵琶湖水系の場合は、琵琶湖から湖

岸、それから田んぼ、それから山間地域・森ですね。水の流れに沿って動いて

います。そう考えないと「世界農業遺産」にもし選ばれたときに、これから私

達が何をやっていけば良いのか、良い案が思いつかないような気がします。縦

に動いている生きものの事例は満載です。ほぼ里山に生きる生きもの全部だと

言っても良いぐらいです。 

 

いちばん有名なのは、皆さんご存知のフナズシのもとになっているニゴロブ

ナですね。これも絶滅危惧種になったんですよ。一番多い魚だったんですけど

ね。私達が小さい時は、ニゴロブナは一番たくさんいた鮒でした。今、琵琶湖

に 3種類の鮒がいます。その中で断トツに多い鮒でした。いくら獲っても減ら

ない。僕なんか小学校行く前にバケツに 3杯獲っていましたからね。4月から 6

月の梅雨の時期まで、学校行く前に獲っていました。雨が降ったら編隊を組ん

で琵琶湖からのぼって来ましたからね。何百、何千というニゴロブナが。いつ

も田んぼに行っていました。南郷の洗堰で水をコントロールする以前は、雨が

降ったら増水するし、降らなかったら減水する。当たり前の事ですが、この増

水や減水が魚にとってすごく大事でした。 

ニゴロブナはそれを察知して、だ～っと田んぼに上がって来ます。田んぼの

細い溝を跳んでくるんですよ。雨が止むとすぐに減水するので、田んぼに閉じ

込められる形になるんです。田植えが終わった頃の水深 10cm ぐらいの中に、鮒

が何百何千といるんですよ。 

そんな面白いものを子どもたちは、そのままにしておくわけが無い。必死に

なって獲りましたよ。田んぼに稲を植える時期で、私達が踏むと稲が倒れてし

まいますね。農家の敵は子どもたちだったんです。よく怒られましたよ。怖い

のは農家のおっちゃんだけでした。農家のおっちゃんから如何に逃げるかが

我々のテーマでした。 

そういう遊びを提供してくれて、その時に一生懸命遊んでいるんですけど、言

葉には出ないのですが、子どもたちは何を思っていたかというと、“母なる湖”

ですね。私の場合はそう思っていました。ものすごく頼りがいのある湖です。 

大人になってから、琵琶湖では、赤潮をはじめ色々な問題がでてきましたね。

外来魚の問題とか。もう信じられないですね。“母なる湖”がこんなにも弱かっ



たのかと驚きました。ひとつ歯車が違うと、もうヨナヨナ～ってなってしまう

んですね。それが今でも信じられません。 

 

今、湖岸で釣りをやっておられる方、あれはブラックバスとブルーギルなん

ですね。昔は、数十種類の魚を使い分けていましたね。釣るのに。テクニック

が全部違う。餌も違う。それが面白い。違いが面白いんです。だいたい日本人

は、違いを面白がります。いっぱいあるのが楽しいですよね。魚によって使い

分けるのが楽しかったです。琵琶湖ってそういう所だった。魚を釣るとブラッ

クバスしか釣れないとか、そんなこと絶対に無かったですね。何を釣るか考え

なければならない。何に出会うのか、どうしたら出会えるのか。子どもの時は

全部考えていました。それが面白かったですね。 

そういう豊かな時代から考えると、今はすごく単調になって、子どもが 3人

いますけど、小学生の頃は、なんか寂しい想いをさせて悪いなあと、いつも思

っていました。こんなはずでは無かったみたいな感じで、ちょっと悔やまれま

すよ。昔のようにとは言わないけど、それに近い状態に琵琶湖が戻ってきて欲

しいと思っています。 

 

生態系的な、縦の見方に戻りますけど、ニゴロブナは琵琶湖から田んぼに来

ます。そしてまた湖に帰る。こういう運動をしています。 

あと、皆さんご存知ですね。ビワマスです。これもすごいですよ。かつては

琵琶湖の周辺の様々な所にいたのですが、今は、北の方の水が綺麗な河川に限

られていますね。11 月頃から遡上シーズンが始まりますね。それも、編隊とは

言いませんが、何百という数が。これはちょっと珍しいから、この会場の中で

見られた方は少ないかもしれませんね。食べられた方はいらっしゃるかもしれ

ません。琵琶湖のビワマス漁なんかは、立ち会うとすごいですよ。ピークにな

るとバンバン揚がりますから。なんかサケ漁を見ているみたいです。ここは本

当に琵琶湖かと思いますよね。サケみたいなやつが、網にかかる。すごい迫力

です。それだけ、獲れた魚なんですけど。やっぱり生態系を縦に使う。それも

贅沢に使います。だから環境問題には弱いですよね。琵琶湖の豊かな環境を全

部使っているビワマスはすごく特殊です。一番若い時は琵琶湖の湖底に近い水

深 100m 近い所で過ごします。それでゆっくり上がって来て、ちょっと大きくな

ってから湖岸近くにやって来ます。親になってから遡上します。今は中流域ま

でしか行かないんですけど、昔はもっと上流まで上がっていたみたいですね。

ですからすごいです。琵琶湖の一番深い所で育って、上流で卵を産んで帰って

くる。これを繰り返しているんですね。イヌワシという猛禽類がいますよね。



これもすごく環境を使う生きものだと言われています。贅沢な環境の使い方で

す。 

だからこそ、ビワマスは琵琶湖の固有種なんですよね。そういう縦に運動し

ている生きものが琵琶湖にはいるんです。 

 

生きものだけでなく、人もそうです。文化もそうです。よく谷津田と言いま

すよね。これ皆さん、最近よく使う言葉ですけど、できるだけ山の奥まで田ん

ぼを耕そうとするので、ず～っと狭くなっていくんですね。なんとなく三角形

のとんがり帽子みたいな感じの段々畑ができます。必ず上にあるのがため池で

す。周りが雑木林になります。これが谷津田の典型ですね。そして谷ごとに、

集落の文化・生活があります。そこで炭を焼いて、腐葉土は田んぼに持ってき

てすき込んで、お米を収穫するんですね。その中に水の循環もあります。ある

猛禽類は谷津田に棲んでいます。谷津田からは、そんなに出る必要はありませ

ん。なぜかというと、そこに１セット、獲物も全部揃っているから、遠出する

ことはないですね。それも滋賀県の場合は、一番上の山から谷津田から琵琶湖

に至るまでの間に、縦ごとに、その伝統的な風習が残っている文化があります。 

 

滋賀県では、最近ちょっと有名になってきたものに、カブラがあります。高

島市の朽木村に焼畑の文化があって、焼畑に適応しているカブラが見つかった

んです。そこでしか取れないカブラです。そのカブラを守ろうと思ったら、焼

畑をやらなければならない。不思議なことに、焼畑をやらなければ芽吹かない

んです。そこに住んできて、環境に適応する、人間というものは食糧を改良し

ますからね。でも驚きますね。そういうすごく固有のものがいっぱいできるん

ですよね。 

 

琵琶湖の周りは、生活も文化もそうだし、自然もそうだし、すごく固有のも

のがいっぱいあって、それを大切にしていかないといけない感じがします。今

の私達の生活って、コンビニがあって、そういう贅沢な時代で、均一を求める

というか、同じものがあって欲しいと思いますけど、昔のそういう里山環境で

は、そうでは無かったんですね。ほとんど固有でした。それが面白いんです。

その魅力を「世界農業遺産」になった場合に、どのように伝えていくのか。そ

れは、たとえならなくてもやらないといけないと思いますが、見つめて欲しい

ですね。子どもたちの勉強にもなるような。琵琶湖の場合は、特に面白いです。

琵琶湖を核にして放射状に、文化が変わります。伝統の文化と自然とが合体し

ているわけですから、それをどのように守っていくかですよね。 

 



僕は、綺麗な風景がある所には、美し

い里山が必ず残っていると勝手に言っ

ていますが、それがよく当たっているこ

とが多いです。風景を撮るんですが、写

真家は結構目が厳しいんですよ。目が鋭

いとよく言われるんですが、細かい所は

よく見ます。長年撮っていると、田んぼ

のエッジ、土手のエッジが弱ってくるの

が分かります。草刈りが下手になってい

る。そうするとエッジが汚いんです。昔

の刈り込みはすごく綺麗でした。逆光から照らされるライステラス（棚田）の

輝き。ちょうど私が里山物語の写真集を収録している頃は、今から 20 年ぐらい

前ですが、農家の方々は元気でしたね。刈り込みがシャープなんですよ。逆光

から照らされるエッジが輝き、風景がシャープなんですよ。ところが、最近そ

うではなく、なんとなくゆるいんです。なんとなくね。なぜかというと高齢化

ですね。 

 

あともう一つは、仏さん、野仏。神様に捧げるものですね。 

私が今いる仰木の近くでしたら、山の神様がおられます。あと野仏も多いで

すね。石の国と呼ばれるくらいですから。あの信仰ですね。あれも大きいです

ね。神への祈りですね。これのバランスが極めて良いです。日本の場合は。そ

れによって、私の住んでいる仰木の所は、典型です。これぐらい（会場ぐらい

の）山がポコンと残っています。これがなぜ残っているのか。皆さん技術を持

っているから耕せば良いのにと思うけれど、そこだけ残っているんです。山の

神様です。山の神様を作って、森を守る。どんなに小さな森でもすごく水を吸

うんですよ。それで、ちゃんと田んぼに供給される。そういう知恵を日本の場

合は、信仰というか、まあ精神的なものですね。そういう中で培ってきたのか

なと思います。 

  

あんまりまた言うと、取り組んでおられた方が気分悪くされてはいけません

が、悪い意味ではないですが、ほ場整備事業ですね。あれはあんまり良くなか

ったと思いますね。気持ちは分かります。多くの地元の農家の方と友達ですが、

ほ場整備が駄目だとは一回も言ったことはないです。問題は、ほ場整備のやり

かたです。 

ほ場整備してもいいですが、水系の事とか、仏さんや祈りを無くすこと。そ

れらが撤去されたことにより、昔からの祈りが無くなりました。それまで、峠



を越えていったおばあちゃんが、必ず手を合わせていた、その祈りが無くなり

ます。ほ場整備で、石仏など全部持っていくのですから。僕は、十数年前に「里

山地蔵プロジェクト」を作って調べました。ほ場整備をする前に野仏の全て調

査し、チャートを作って、どちらを向いていたかなど。将来戻そうと、そうい

うことを言ってるんです。その祈りが、祈りごと撤去されるんです。これは、

田んぼが整備された後は、もう精神が無くなるだろうと思いますよ。自分の息

子に、こんな所に来させたくないというのが分かりますよ。早く勤めなさいと。 

 農家の人が悪いのではなく、その気持ちはよく分かります。そういうことが

起こっていたんですね。それが今の高齢化につながっています。心底、絶望的

な風景の中から立ち上がっていかなければならない。 

 だけど、田んぼに関しては、都市の 20 代の若者が、大学を卒業する若者が、

すごく熱心で、田んぼに関心を持つ人の気運が高まってきています。若者が地

方で何か考える、起業を考える、地方で就職する、帰ってくる人が多いです。

大歓迎です。絶対に必要ですね。頭を使ってもらわないと、今の農地が駄目に

なる。 

  

「世界農業遺産」に関しては、すごく期待をしています。認定された、され

ないをあまり意識して欲しくなくて、ならなくてもやって欲しいという気持ち

で一杯です。 

とにかく滋賀県の場合は、やっぱり、疲弊している農業環境を守っていく、

応援していってあげる。色んな形で何かやっていかなければ、里山の生態系の

真ん中にある田んぼや雑木林は、自然を失うことになる。農業関係と自然は全

く一緒で、あと伝統文化とかも全く一緒ですから、それを失う事だと思うんで

す。 

「世界農業遺産」に選ばれたら本当に良いことだな・・・と。 

 

最後に、去年、私、実は農家になったんです。あこがれの農家に。なかなか

今は、農家になれないんですけど、土地を取得しまして、それまでも雑木林な

どで色んな事をやってきましたが、さらに農地が増えて、今 4千坪ぐらいです。

それは、40 年間放置されていた竹林でした。仰木ですけど、仰木の農家の人た

ちが、猪が避けて通ると言っていました。その竹藪を歩かないんですよ。そう

いう竹藪があったんです。外から見たら竹林なんですよ。中があんなになって

るとは思わなかった。今度お見せします。写真に撮りましたから。枯れた竹藪

に入ったらたぶん足を取られますので猪も嫌がっています。そんな感じです。

電気の柵をして猪が来ないようにもがいているのも人間なら、猪が通れないぐ



らい荒れた森を作るのも人間なんです。それが隣合わせなんですね。不思議で

すね。 

その広大な竹藪を 1年半がかりで全部開墾しました。最初は、一昨年、農家

の人に手伝ってもらい一人で1万本竹を切りました。プロにも手伝ってもらい、

ユンボで根っこをだ～っとめくります。地表 40cm くらいの所に根が横に張るの

を、全部とりました。ものすごく大きな根っこの山ができました。 

そこを畑に変える計画です。今更、百姓して、出荷するというつもりは無い

です。生きものがむしろ集まる空間ですね。それでいて作物も採れる、そうい

う空間を目指して、自分で実験的にやりたいんです。これは人に頼んでもでき

ないんで、自分でやるしかない。幸い、仰木の村は、30 年以上住んで友達も多

く、協力者も多いので、協力体制が整っています。是非実行しようかなと。 

 

このように、作物を採るのを最優先するのでは無く、生きものが棲めるよう

なそういう場所を作る私のような農家のことを、「環境農家」と呼ぶことにしま

した。日本で最初の「環境農家」です。これを言いまくっています。 

こういう面白い事って、すぐに、パクられます(笑)。冗談ですけど。 

「環境農家」という言葉を作って、こういう農家もいいじゃない。で、作物

を作るけど、環境を大事にする。当然、農薬も撒かないし何もしない。そうい

うことを目指しています。 

 

そろそろ時間が来ました。これで私の話を終わります。 

どうもありがとうございました。 

 

 

 

 



（司会）滋賀県が「世界農業遺産」を目指すことについて、応援メッセージを

お願いいたします。 

 

先ほどの国連大学の永田さんが「未来の風景」とおっしゃられました。同感

です。 

里山は、「未来の風景」と言ってきたんですけど、格好を付けているのではな

く、本当の事です。本当に「未来の風景」だと思っているんですね。もう一回

作り替えが可能なんです。それが大自然と違うところです。 

農村環境、里山環境は作れるんです。で、絶滅危惧種の話ですが、絶滅種は

少ないんです。ほとんど危惧種です。これは環境を整えるとすぐに戻ってきま

す。昆虫類は、次の年に帰ってきます。もともと人の暮らしの中で、育まれた

生きものですから、再生も速いんです。 

ですから、「世界農業遺産」の認定に向けた取組が、是非、そういうことの励

みになると嬉しいなと思います。 

 

 

今森 光彦（いまもり みつひこ）氏 

1954 年、滋賀県生まれ。写真家。 

琵琶湖をのぞむ田園風景の中にアトリエを構え活動する。自然

と人との関わりを「里山」という空間概念で追い続ける。一方、熱

帯雨林から砂漠まで、地球上の辺境地の取材を続けている。ま

た、近年は、自然のかたちをハサミひとつで鮮やかに切り出すペ

ーパーカット作家としても知られ、その作品は、全国の美術館な

どを巡回している。 

写真集に『里山物語』(新潮社)、『湖辺』(世界文化社)、 

『世界昆虫記』(福音館書店)、写真文集に『萌木の国』(世界文化社)、 

『里山を歩こう』(岩波書店)、 写真絵本に『神様の階段』(偕成社)など多くの著書がある。 

第 20 回木村伊兵衛写真賞、第 28 回土門拳賞、 

第 48 回毎日出版文化賞、第 56 回小学館児童出版文化賞、 

第 42 回産経児童出版文化賞大賞など数多くの賞を受賞。 

現在、成安造形大学客員教授、びわこ成蹊スポーツ大学客員教授 



 

 

 

 

 

 

 

シンポジウムでのアンケートとりまとめ結果  

             （参加者300名 うち回答151名：回答率 50％） 

 

① 20歳未満  ② 20歳代  ③ 30歳代  ④ 40歳代  ⑤ 50歳代  ⑥ 60歳以上 

 

① 男性   ② 女性   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 滋賀県（          市・町） 

② 京都府   ③ 大阪府   ④ その他（         県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        平成28年10月

Ｑ１：あなたの年齢を教えてください。（あてはまるものひとつに○） 

Ｑ２：あなたの性別を教えてください。（あてはまるものひとつに○） 

Ｑ３：あなたのお住まいを教えてください。（あてはまるものひとつに○） 

Ｑ２:性別 

滋賀

90%

京都

5%

大阪

3%
その他

2%

Ｑ３:お住まい Ｑ３:県内の内訳 

大津南部

27%

甲賀

10%

東近江

22%

湖東

12%

湖北

16%

高島

8%

回答なし

5%

20歳以下

2%

20歳代

7% 30歳代

7%

40歳代

12%

50歳代

44%

60歳以上

28%

Ｑ１:年齢 



 

 

①報告事項    ② 講演１   ③ 講演２    ④パネル展示   

⑤その他（                                ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① よく理解できた  ② 理解できた  ③ どちらとも言えない ④よく理解できなかった 

⑤その他（                                 

① よく理解できた  ② 理解できた  ③ どちらとも言えない ④よく理解できなかった 

⑤その他（                                ） 

①よく理解できた   ② 理解できた  ③どちらとも言えない ④よく理解できなかった 

⑤その他（                                ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ４：本日のシンポジウムの中であなたがもっとも関心をもたれた内容は何ですか。 

（あてはまるものひとつに○） 

Ｑ６：講演１ の内容についてお尋ねします。（あてはまるものひとつに○） 

Ｑ７：講演２ の内容についてお尋ねします。（あてはまるものひとつに○） 

よく理解で

きた

35%

理解できた

57%

どちらとも

言えない
7%

不明

1%
よく理解で

きた

43%

理解できた

42%

どちらとも

言えない

7%

よく理解で

きなかった

2%
不明

6%

Ｑ６：講演１について 
Ｑ７：講演２について 

Ｑ５：報告事項について 

報告事項

6%

講演１

38%
講演２

46%

パネル展示

1%

その他

2%

不明

7%

Ｑ４：関心事について 

関心の高い項目については、「講演２」

の今森光彦氏のお話が最も高く、約半数

（46％）を占めたが、なかには、全て関

心をもって来たという方もあり、ひとつ

に選べないと回答されている方もおら

れた。 

Ｑ５：報告事項についてお尋ねします。   （あてはまるものひとつに○） 



 

 

 

① 是非参加したい  ② 機会があれば参加したい   ③ 参加しない  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①チラシの直送により ②公共施設でポスターを見た  ③ホームページ、メルマガにより   

④知人からの紹介   ⑤新聞など（具体的に：                  ） 

⑥その他（                                   ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ８：今後このようなシンポジウムがあれば、参加したいですか。（あてはまるものひとつに○） 

Ｑ９：このシンポジウムの開催をどのように知りましたか。（あてはまるものひとつに○） 

是非参加し

たい

27%

機会があれ

ば参加した

い

69%

参加しない

1%
不明

3%

チラシ直送

21%

公共施設で

みた

5%

HP
メルマガ

11%知人からの

紹介

32%

新聞等

3%

その他

23%

回答なし

5%

「機会があれば参加したい」また「是非

参加したい」という方が併せて 96％と

高率であった。 

少数ではあったが、face bookを見てと

いう方や図書館に送付したチラシを見

てという方もおられた。 

Ｑ８：今後の参加への意向 

Ｑ９：シンポジウム開催を知った場所 


